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『恋　　空』
（美嘉・著／スターツ出版）
　恋は思い通りにいかないもの。
だけど、だから、追いかけてしま
う・・・。こんなにも切なくて、こん
なにも苦しいのに、なぜか温か
い。ケータイ小説サイトでダント
ツ１位の恋愛物語。

☆毎週土曜日
　　　　14：00～
　おはなしかい開催中

国有林野への入林規制について
★★★上川北部森林管理署からのお知らせ★★★

　エゾシカ狩猟が18年10月25日から19年２月28日の間解禁となっています。
　解禁に伴い林内での猟銃による一般入林者への事故も懸念されることから、上川北部森林管理署では、18
年11月１日から19年２月28日の間は狩猟者の入林を承認し、狩猟以外の方は入林禁止とさせていただきます
のでお知らせします。
　なお、18年11月１日以降、上川北部森林管理署部内の国有林に入林し狩猟を希望される方は、必ず事前に
上川北部森林管理署で入林承認証交付を受けて下さい。

問い合わせ先　　上川北部森林管理署　℡０１６５５－４－２５５１
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今後とも、北海道の優れた資源・特性を活かしながら、
地域の活力ある発展を図り、経済社会基盤が効果的に
活用されるよう必要な整備を進めることが必要です。

この総計の推移とと
もに上川地域の基盤整
備も進んできました。

みなさんと共に考える新たな北海道の未来！
～新たな北海道総合開発計画策定について～

　北海道総合開発計画（以下、「総計」）とは、北海道開発法に基づき国が樹立する計画であり、国土審議会北海道
開発分科会（以下「分科会」）の調査審議、関係地方公共団体の意見申し出等を経て作成されます。
　この計画は１次から６次まで策定されており、それぞれ概ね10年の計画期間です。一番新しい第６次計画は平成１
９年度で終了します。分科会では今後の北海道開発の取組の方向性の検討を行っています。

　国土交通省では、10月16日より、インターネットで皆様から幅広い意見を頂き、よりよい北海道の未来を実現する
ための計画づくりを進めていきたいと考えています。
パブリックコメントの国土交通省ホームページアドレス　　http:/www.mlit.go.jp/pudcom/06/pubcom.html

平成18年12月１日（金）必着　　多数のご意見をお待ちしております。


